
経済産業省におけるPFS/SIBを活用した

健康経営の推進について

令和8年1月29日

経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課



成果連動型民間委託契約方式（PFS/SIB）

公共分野のヘルスケアマーケットを中心に、

課題解決に資する質の高いサービスを持つ事業者が選ばれ、事業を担う

国民の健康増進

予防・健康づくりによる
健康寿命の延伸

→Well-beingやQOLの
向上

経済成長

ヘルスケア産業の創出
ヘルスケア市場の拡大・高

品質化

持続的な社会保障
制度構築への貢献

新たなカネの出所
担い手の整備

経済産業省のPFS/SIB推進目的
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PFS（Pay For Success）事業とは、外部のサービス提供者に委託等して実施する事業のうち、発注者が解決を目指す健康

課題に対応した成果指標を設定し、サービス提供者に支払う額等が、当該成果指標値の改善状況に連動する方式。

SIB（Social Impact Bond）事業とは、事業に係る資金調達を金融機関等の資金提供者から行い、その返済等を成果に連動し

た地方公共団体からの支払額等に応じて行うもの。

成果連動型民間委託契約方式（PFS/SIB)とは
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（出所）一般財団法人社会変革推進財団HP

https://www.siif.or.jp/strategy/sib/

発注方法の違い全体の仕組み

【仕様発注】 【成果発注】

発
注
者

提
供
者

実施 実施

成果 成果

仕様

実施計画として提供者が提案。
原則として、提供者は実施計画に
基づいて業務を行い、成果を創出
することに責任を負う。

仕様の検討が提供者へ
仕様



約74％がヘルスケア領域（医療・健康、介護）

国内の成果連動型民間委託契約方式

【国内事業の概要】（令和6年度末時点） ※合計件数323件（対前年度末比:47件増）

出所：内閣府（令和7年3月5日）「国内におけるPFS事業の取組状況について」
4



（参考）地方公共団体におけるPFS／SIB導入の意義と期待

行政事業の効率化・高品質化（50.4%）

専門的知見を有する民間事業者が成果達成の方策を検討し、かつ成果達成状況に連動して
支払が行われるため、民間事業者に成果創出のインセンティブが働き、高品質な事業実施が
期待される。

新規事業や試行的取組の推進（9.0%）

成果達成に関するリスク（主に費用負担）は原則として民間事業者（SIBの場合は資金提供
者が負うことが一般的）が負うため、地方公共団体は新規事業や試行的な取組を実施しやす
い。

財政効果の創出（19.9%）

成果達成状況に連動して支払が行われるため、限られた財源を有効に活用できる。

成果志向の普及（0.7%）

行政課題に対する介入と成果の因果関係等を評価するプロセスを踏むため、客観的かつ論理
的なデータの活用・蓄積が進み、成果志向の行政運営やEBPM（Evidence-Based 
Policy Making:証拠に基づく政策立案）の普及が期待される。

産業・民間事業者の育成（2.1%）

「行政課題解決」という新たなテーマに民間事業者が取り組むことでイノベーションが促進され、新
たな産業の創出が期待される。

⚫ 令和4年に実施された全地方公共団体を対象にしたアンケートから、PFS／SIBの導入に最も期
待されていることは「行政事業の効率化・高品質化」や「財政効果の創出」であることが判明。

全地方公共団体の
PFS/SIB導入による意義への期待割合

50.4%

19.9%

9.0%

2.1%

0.7%
17.7%
（その他）

（出典）内閣府「国内におけるPFS
事業の取組み状況について」を参考に作成。 5



成果連動型民間委託契約方式のメリット

目指したい成果の獲得につながる

• 「発注者の目指す成果（課題解決がなされた姿）を実現する」という観点でサービス提供者からサービスの提案
を受ける。そのため、想定していなかった革新的な取組を導入することができる。

発注者にとって・・・

予算の有効活用

• 成果の達成状況に応じて発注者が受注者に支払う委託額が変動することから（低い成果の場合は委託額が小
さくなり、高い成果の場合は委託額が大きくなる）、予算を有効に活用することができる。

受注者であるサービス提供者にとって・・・

メリット①

メリット②

課題解決のノウハウを持つ事業者が選ばれる

メリット

• 実績や企業規模等に関係なく、課題解決に資するノウハウを有する事業者が選定され、サービス提供に必要な
委託額が設定される。

6



経済産業省における支援施策

⚫ ①モデル事業を創出するための案件形成支援、②普及に向けたエビデンス整備や手引き
の作成、③普及啓発セミナー開催等を、内閣府や厚生労働省等と連携しつつ実施。

事業を
生み出す

事業を
生み出し
やすくする

事業を拡げる

当省の
支援施策

①案件形成支援

モデル事業の組成のため、中間支援組織を
団体に派遣し、事業化までを支援。

②エビデンス整備や手引きの作成

事業組成パック等の自治体職員が活用でき
る手引きやツールの整備や拡充。

③セミナー開催

普及啓発や理解促進、案件の掘
り起こしを行うことを目的とするセミ

ナー等の開催。
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案件組成
支援

案件組成
支援

八王子市事業実施（SIB）
大腸がん検診受診勧奨（キャンサースキャン）

神戸市事業実施（SIB）
糖尿病性腎症重症化予防
（DPPヘルスパートナーズ）

案件組成
支援
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広島県（広域連携）事業実施（SIB）
大腸がん検診受診勧奨（キャンサースキャン）

美馬市事業実施（SIB）
運動習慣定着・介護予防（徳島ヴォルティス等）

大牟田市事業実施（SIB）
要支援・要介護度の維持・進行抑制（くまもと健康支援研究所）

菊池市事業実施（PFS）
認知症等の備え・共生

（くまもと健康支援研究所）

山梨県事業実施（PFS）
０次予防としての生活習慣改善（DeSCヘルスケア）

ロジックモデル
監修

⚫ ヘルスケアに関する多様なテーマで、先行して取り組む地方公共団体に対し案件形成を支援。

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
平成３１年度
/令和元年度

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和6年度

総括レポート
公表

総括レポート
公表

総括レポート
公表

総括レポート
公表

案件組成
支援

案件組成
支援

案件組成
支援

案件組成
支援

各務原市
事業実施
（PFS）
フレイル予防

①案件形成支援（個別相談支援）
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PFS/SIB事業におけるアウトカムの考え方

最終的に生じた効果

（出所）社会的インパクト評価に関する調査研究最終報告書（内閣府）をもとに日本総研作成

インプット 事業・取組 アウトプット 初期アウトカム 長期アウトカム

活動に投じられた経済的・人
的資源（金額、人数等）

具体的な活動 活動に基づく有形の産出物
（参加数、購入数等）

活動に基づく効果の変化
（対象層への効果）

PFS/SIBの目的

事業名 長期アウトカム

神戸市糖尿病性腎症等重症化予防事業
市民のQOLの向上、治療にかかる医療費の適正化、死亡や通院・入院によって労
働ができないことによる逸失所得の削減

八王子市大腸がん検診・精密検査受診率向上事業
がんによる死亡率の減少、がんの5年生存率向上、がんの医療費の適正化、がん患
者のQOLの向上

広島県ソーシャルインパクトボンド（SIB）の手法を
用いた新たながん検診の個別受診勧奨業務

早期がん発見による県民のがん死亡者数減少、県民のQOLの向上

美馬市版SIBヴォルティスコンディショニングプログラム
医療費の抑制、休業・離職による逸失所得の抑制、市民のQOLの向上、介護
費用の抑制、介護離職の減少

大牟田市要支援・要介護者自立支援・重度化防
止業務

要支援・要介護度の進行抑制・維持による利用者のQOL維持、介護費用の
抑制

※経済産業省が平成28年度～30年度に案件形成支援を行ったPFS/SIB事業より
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（参考）東京都八王子市の事例
八王子市大腸がん検診・精密検査受診率向上事業

実施期間 平成29年5月～平成31年8月

事業内容
対象者の過去の検診・検査情報と人工知能を活用し、オーダーメイドの受診勧奨を行い、大腸がん
早期発見者数を増やす。

サービス対象者 八王子市国保加入者のうち、前年度大腸がん検診未受診者

サービス提供者 受診勧奨事業者（㈱キャンサースキャン）

資金提供者 ㈱デジサーチアンドアドバタイジング、(一財)社会的投資推進財団（㈱みずほ銀行の資金拠出含む）

案件組成支援 ケイスリー株式会社

成果指標
1. 大腸がん検診受診率
2. 大腸がん精密検査受診率
3. 追加早期がん発見者数

【対象テーマの設定に至る経緯】

• がん（悪性新生物）は、国内の死亡要因第一位であり、医療費増大の大きな要因。八王子市において、国民健康
保険が負担する大腸がん（確定診断後）の年間医療費は約6.5億円。※国保レセプトデータより

• 八王子市はがん対策で全国的にも先進的な取組（有効性の確立したがん検診による早期発見）を実施していたが、
受診率の伸び悩みが課題であったため、更なる成果の向上を目指してSIB導入を検討。

【行財政効果に関する考え方】

• 早期以外のがん患者の医療費が約252万円/人・年であるのに対して、早期がん患者の医療費は約65万円/人・年と
されているため、早期がんのステージ進行を抑制することによって、大幅な医療費適正化（約187万円/人・年）が
見込まれる。



• 成果連動払の導入によりインセンティブを設定することで、財源を有効活用しながら、成果創出に係る事
業者の創意や意欲を高めることができる。

• なお、八王子市の事例では、成果指標の改善状況が委託事業の場合と同等になるまで、改善単位あたりの
支払額を大きくすることで、事業者のリスクを軽減している。（参考：神戸市の事例では、市の支払額に
固定払を導入することで事業者のリスクを軽減。）
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（参考）東京都八王子市の事例 －成果指標と支払額の連動

金額（千円）

成果指標の
改善状況

事業者がサービス提供
に要する事業費

最低ライン
の改善

委託事業と
同等の改善

目標値
を達成

市の支払額

医療費適正化額
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（参考）東京都八王子市の事例 －評価結果・総括

➢ 受診率は26.8％であり、上限値を上回った。（対価分の満額支払）

➢ 受診率は82.1％であり、下限値を上回り、上限値を下回った。（対価分の支払）

➢ 発見者数は84人であり、基準値を下回った。（支払なし） 

成果連動払が
発生する下限値

成果連動払が
満額となる上限値

⚫ 本事業では、一部の成果指標が達成されず（※）、全体で見ると予算総額の5割超の支払となった。

⚫ 八王子市にとっては、SIBのスキームが機能したことで、サービス提供事業者が開発したオーダーメ
イド型受診勧奨の導入が可能となり、財源を有効活用しながら試行的な取組を実施できた。

（※）想定より結果が下回った主な要因としては、対象者の要件が基準値算定の母数と一致していなかったこと、追加早期がん発見者数は事業者の努力の
 及ばない指標であったことが考えられる。
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（参考）岐阜県各務原市の事例

⚫ 各務原市が令和6年度より、無関心層を対象としたフレイル予防のPFS事業を開始
（案件組成に向けて、令和4年度より経済産業省が伴走支援）。

特徴①無関心層の行動変容を促す事業条件

運動習慣のない人に特化した対象者の設定

対象者：市内在住の65 歳以上高齢者のうち、運動
習慣がない人

民間事業者がフレイル予防無関心層にノウハウを投
入することを促す成果指標の設定

１ 男性前期高齢者の申込者の割合

２ 体力測定結果の改善者の割合

３ 教室終了後の運動継続者の割合

４ 教室の実施目的を判定できる評価項目

【成果指標】
フレイル予防無関心層である
男性前期高齢者の参加を促す！

特徴②医療費・介護給付費適正化額の範囲内
でPFS事業費を設定

医療費・介護給付費適正化額約560万円に対して、
PFS事業費は約437万円

成果指標
達成度

委託料（千円）

2,919

4,371

固定対価

５１

医療費・介護給
付費適正化額

5,600

【事業概要】
・事業期間1年（令和6年度） ・公募プロポーザル方式にて委託事業者を選定 ・財源はPFS交付金の他、地域支援事業交付金も活用（予定）

成果連動型対価

医療費・介護給付費削減額は、『介護予防事業の経済的側面からの評価 介護予防事業参加群と非参加群の医療・介護費用の推移分析 吉田裕人ほか』より



②エビデンス整備や手引きの作成 

⚫ 内閣府や厚生労働省等と連携し、PFS/SIBの活用を目指す自治体職員等に向け
た情報を整理。令和5年度には、手引き及び事業組成パックを改訂。

●
2015年度

● ● ●
2017年度 2018年度 2019年度

●
2020年度

●
2021年度

経済産業省平成27年度健康寿命延
伸産業創出推進事業（委託事業）
の仕様・提案に基づき、作成・報告

経済産業省平成29・30・令和元
年度健康寿命延伸産業創出推進
事業（委託事業）の仕様・提案に
基づき、作成・報告

成果連動型民間委託契約方式の推進に関する
アクションプランに基づき、作成・報告

『日本版ヘルスケア
ソーシャル・インパクトボンド
の基本的な考え方』
（経済産業省委託事業）

・ヘルスケア領域におけるSIBの
概念や 考え方を整理したもの。
・伊藤健先生（慶応義塾大学
大学院特任講師、ソーシャルバ
リュージャパン代表理事）が中
心となり作成。

経済産業省
『地方公共団体向けヘ
ルスケア領域における成
果連動型民間委託契
約方式（PFS/SIB）
導入ノウハウ集』

先進自治体による取組
事例を踏まえたノウハウ
を整理したもの。

第１・２版 第３版 第４版 内閣府
『成果連動型民間委託契約方
式 （PFS：Pay For 
Success）共通的ガイドライン』

厚生労働省・経済産業省
『成果連動型民間委託契約方式
（PFS：Pay For Success）
医療・健康及び介護分野の手引き』

・内閣府のガイドラインに沿って、経産省
作成のノウハウ集から留意すべきポイント等
を追加し、充実化。
・自治体が行うべき手続き等を事例ととも
に具体的に整理したもの。

【時系列整理】

経済産業省
『PFS/SIB事業組成パッ
ク』の作成

・既存事業の横展開に向けた
事業組成パックを作成。
・作成対象は、
①大腸がん検診受診勧奨事業
②高齢者の社会活動参加事業

●
2022年度

成果連動型民間委託契約方式の
推進に関するアクションプランに基づ
き、作成・報告。

●
2023年度

●
改訂版 改訂版
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⚫ 令和3年9月、厚生労働省及び経済産業省が共同で「成果連動型民間委託契約方式（PFS：Pay For 
Success）医療・健康及び介護分野の手引き」を作成・公表し、令和6年3月改訂。

⚫ 発案から案件形成、民間事業者の選定・契約、事業実施、評価・支払までの各ステップにおいて、先行事例を
踏まえてどのような検討に基づき事業を実施しているのか、地方公共団体等職員の生の声も交えて紹介。

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/tebiki.pdf

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/
tebiki.pdf経済産業省HPからダウンロード可能！

（参考）医療・健康及び介護分野の手引き
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共通的ガイドライン
（公表済）の活用

医療・健康及び介護分野の手引き
（公表済）の活用

⚫ PFS/SIBに関心を持っているものの、独自での案件形成にハードル感を持っているような自治体が、
独力でも事業化できるようなパッケージを設計することで、案件形成コスト等のハードルを乗り
越えやすくする意図で本事業組成パックを策定。

課
題

準備期関心期 検討期

✓ どこから検討を始めればよいかわ
からない。

✓ 具体的な検討時のポイント、
アウトプットイメージが
分からない。自治体

担当者
自治体
担当者

自治体
担当者

✓ 案件形成にコストがかかる。
✓ 手引きの事例に汎用性があるか
が分からず、活用し難い。

特定事業の
事業組成パックの活用

PFS/SIB事業の案件形
成の検討手順や全体像

が理解できる

今
後

PFS/SIBに取り組む意向を持つ自治体

共通的
ガイドライン

自治体
職員

活用

案件検討時のポイントや
、アウトプットイメージが

わかる

事業組成
パック

自治体
職員

地域ごとに内容
をカスタマイズ

特定の事業分野の検討事項やツー
ルが標準化されており、

内容を踏襲することで独力で
事業化できる

自治体
職員

活用

医療・健康及び
介護分野の手引き

（参考）事業組成パックの策定意図
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⚫ 一定程度の事例が蓄積されている①「大腸がん検診受診勧奨事業」と、②「高齢者の社会活動参加事業」を対象
として事業組成に必要な標準化された情報やツール（例：標準化された成果指標や成果水準書等）を紹介。

（参考） PFS/SIB事業組成パック

17
（参照）ヘルスケア分野におけるPFS/SIB事業組成パック（一部抜粋）



財
源
の
効
率
的
活
用

行
政
コ
ス
ト
の
削
減

PFS/SIB普及フェーズにおける現在地と今後の展開

0⇒1件 1⇒10件 10⇒100件
（現在地）

100⇒1,000件
（今後の展開）

BtoG領域

➀広域型の
案件組成

普及フェーズ
※ヘルスケア分野に限る

事業種類の多様化フェーズ 同種事業の横展開フェーズ

BtoB領域

②民民間の
案件組成

健
康
経
営
の
高
度
化

◼ 実証実験

例：八王子市「大腸がん検

診・精密検査受診率向上

事業」（H29）

◼ 様々な領域での個別事業

の実践

例：堺市「介護予防『あ・し・た』

プロジェクト」（R01）

◼ 既存領域における事業

の試行錯誤

例：豊田市「ずっと元気！プ

ロジェクト」（R03）

◼ 同種事業の横展開

例：富山県＋県内4市町「PFSを活用し

た特定健診受診勧奨モデル事業」（R5）

ヘ
ル
ス
ケ
ア
産
業

市
場
の
育
成
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0⇒1件
1⇒10件
（現在地）

◼ 案件組成支援

例：肥後銀行・肥後銀行健康

保健組合共同発注（R6）

10⇒100件
（今後の展開）



⚫ 健康経営推進と質の高いヘルスケア産業育成の同時支援の観点から、保健事業等に関し企業や健康保
険組合等が連携して発注主体となるPFS（Pay for Success）事業組成・伴走支援を検討。

①民間事業者間のPFS事業組成支援

19

厚生労働省が推進する、民間事業者（健保組合）が発注者である「PFSによる保健事業」を 発展的（企業と健康保険組合
のコラボヘルス）に検討。

＜想定する民間事業者間のPFSスキーム（イメージ案）＞

健保組合に加えて企業も発注者として想定することで、健康経営やコラボヘルスの推進、事業規模拡大を期待。

企業
（健保加入者の雇用主）

健保組合

サービス提供者
（委託事業者）

健保加入者
（従業員、被扶養者）

①連 携

②委託契約を締結し、
成果を発注

③成果達成のための
サービス提供

④成果
の評価

⑤成果連動型
対価の支払



成果に連動して対価を支払うPFS方式の導入で、コラボヘルスを推進

目的 企業、健保組合それぞれの課題を、それぞれが保有する情報・資源を一元化して解決を目指す

⚫ 肥後銀行の課題：従業員家族の健康リスク増加は、従業員本人の心理的健康を阻害し、生産性損失にまで影響が及ぶれおそれが高い。
⚫ 健保組合の課題：被扶養者の約4割が特定健診を受けていない等、健保と被扶養者との関係性が薄くなりやすく、直接的なアプローチが

 しにくい。

肥後銀行、健保組合が個別に保有する情報を一元的に事業者に提供するとともに、成果の評価に肥後銀行、健保組合が一体で関与するこ
とで、健康情報の総合的な把握に繋がる特定健診受診率の向上を目指す。

体制

肥後銀行 肥後銀行健康保険組合

くまもと健康支援研究所

受注者（サービス提供者）

発注者

①発注
③受診率向上の程度を評価
④成果指標の改善状況に応じた対価の支払い

従業員家族
（被扶養配偶者）

対象者

②特定健診受診率向上の
ための受診勧奨

企業・健保組合の共同発注方式によるPFS

①民‐民事業始動 ～肥後銀行及び肥後銀行健康保険組合～
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損益分岐点を基準値より上に設定し、成果指標改善を発注者と受注者が共に目指す

（特定健診を受診した40歳以
上被扶養配偶者）／（40歳
以上の被扶養配偶者）

• 2024年11月～2026年３
月31日

• 例年の特定健診受診期間、
特定健診受診率情報把握
時期を勘案して設定。

支払条件

【毎年受診する人の受診
率】＋【受診する年もあ
ればしない年もある人の
受診率】

基準値

特定健診
受診率

委託料

０％ 目標値① 目標値②

固定費
相当額

100％

過去最高の
受診率

全く受診していない
人の一部も受診した
場合の受診率

変動費
(人件費)の

一部

損益分岐点

目標達成に必
要な費用総額
（利益込）

損益分岐点を基準値より上に設定し、成果指標改善を発注者
と受注者が共に目指す

これまで健保のみからのアプローチであった被扶養配偶者の特定健診受診率向上に、企業も情
報提供や被保険者通じた働きかけ等積極的に関与することが可能。それによる受診率の向上が
期待できることから、成果報酬払いの基準値を過去最高の受診率に設定（事業者側の損益分
岐点はその基準値以上）

対象者

従業員の家族（被扶養配
偶者）

成果指標
特定健康診
査受診率

事業期間 1年4か月

21

①民‐民事業始動 ～肥後銀行及び肥後銀行健康保険組合～



• 地方公共団体に対して、将来的な事業規模拡大を目指した広域型（都道府県単位）のPFS事業組成（介護
分野）について相談窓口を設置し、事業化までを伴走支援。

②地方公共団体のPFS事業組成支援

22

都道府県

基礎自治体A

基礎自治体B

・
・
・ （順次増加）

スタートアップ

地元事業者

発注者

地元事業者

対象となる住民

①成果連動型民間委託
を行い、成果を発注

サービス提供者

②サービス提供③評価

④成果連動型対価の
支払

※令和5年度に経産省にて
個別相談を実施したスター
トアップが中心となって、課
題解決にするサービス提供
体制組成

※民間資金の活用については現時点で未定



https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/he
althcare/seikarenndougataminnkannitakukeiyakuhous
hiki.html

経済産業省
「ヘルスケア分野における成果連動型民間委

託契約方式（PFS/SIB）」
Webページ

PFS/SIBの活用を検討する団体向けに、関連情報をWebページに集約しています！

掲載事項

過年度案件形成
支援事業の総括レポートを公

開

相談窓口を設置
ノウハウ集や手引きを

公開

過去のセミナーにおける録画
情報を公開

23

当省PFS/SIB関連情報の掲載先紹介

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/seikarenndougataminnkannitakukeiyakuhoushiki.html
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/seikarenndougataminnkannitakukeiyakuhoushiki.html
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/seikarenndougataminnkannitakukeiyakuhoushiki.html
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